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国会は、2008年11月13日に、ハイテク法第21
/2008/QH12号（「ハイテク法」）を採択した。ハ
イテク法は、2009年7月1日から施行される。 

ハイテク法の制定前は、ハイテク分野はいか
なる時も政府の開発優先分野の一つであり、
そのためハイテク分野で事業を行う各企業は
、税務及び投資に関する最高の優遇を受け
ることが多かった。しかし、今回初めてハイテ
ク企業判定基準が法律化、標準化された。

ハイテク法に規定される税務及び投資に関
する優遇の主要内容は、下記の通りである。 

ハイテク企業への優遇

ハイテク法では、ハイテク企業は、土地、法
人税、付加価値税、輸出税、輸入税に関する
法律の規定上の最優遇を享受できる。つまり
税務及び投資関連の現行規定下では、企業
は、下記の具体的な優遇を受けることが可能
となる。

法人税：30年間法人税率10％を適用。また4年間の
法人税免税と、その後9年間の法人税額半減。

地代(土地リース料)：投資の分野及び場所
によって3年～7年、又は案件の全期間で
地代免除。

輸入税：固定資産形成に使用される物品
に対する輸入税を免税。また、生産用の輸
入原材料、資材、部品に対する輸入税を5
年間免税。

ハイテク法及びハイテク企業判定基準
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優遇適用要件 

上記の優遇を受けるためには、企業は下記
の要件の全てに該当しなければならない。

ハイテク製品リストに所属する製品を生産
すること。(今後、当該ハイテク製品リストを
より詳細にしたものが発行される見込みで
ある)。

売上高合計に占めるベトナムで研究開発
を行うための支出総額が、設立後3年間は
少なくとも1％、かつ4年目以降は1％以上
でなければならない。

売上高合計に占めるハイテク製品の売上
高が、設立後3年間は少なくとも60％、かつ4
年目以降は70％以上でなければならない。

研究開発業務を行う大卒の労働者数は、
労働者総数の少なくとも5％でなければな
らない。

ベトナムでの標準又は技術基準に合格し
た製品の製造及びその品質管理において
、環境に優しい措置、省エネ措置を適用し
ていること。なお、ベトナムの標準又は技
術基準が制定されていない場合には専門
の国際組織の標準を適用する。

以前の法的文書に規定するハイテク企業判
定基準と比べ、新たなハイテク法に規定する
各基準は、定量化かされ、かつ詳細に規定さ
れているが、その反面、厳格になっていると
もいえる。

ハイテク法の適用対象

Deloitte Vietnam の見解では、新たなハ
イテク法は、

以前の法的文書に定めた各基準に該当し、
かつすでにハイテク企業に対する税務優遇
を受けている企業に対しては、遡及的な効力
がない。その反面、適用要件に関する具体的
な規定を見る限り、新規設立企業及び技術
分野で事業を行っている企業にとっては、上
記の優遇適用を認められることも可能性があ
るため、ハイテク企業承認申請を検討する価
値がある。

ハイテク法に関連する

ハイテク法に関連する詳細なレギュレーショ
ンは、今後公布されることになるはずである。
Deloitte Vietnamは、その詳細なレギュレー
ションが公布された場合、ハイテク企業に対
する税務関連内容を引き続きアップデートす
る予定である。
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不動産の譲渡、相続、受贈に対する個人所得税

財政省は、2009年8月12日に、不動産の譲渡
、相続、受贈に対する個人所得税のガイドラ
インを規定するCircular161/2009/TT-BTC
を公布した。  

同Circularによると、不動産の譲渡、相続、受
贈から収入を得る個人が納税者となる。納税
者判断は、土地使用権証明書、家屋所有権
証明書、又は政府管轄機関により認められる
その他の合法的な証書に基づいて行われる
こととなる。  

同Circularでは、不動産を譲渡する個人が課
税収入判定の基礎となる適正かつ十分な書
類や証書を揃えることができた場合、税額は
課税所得(売却益)に対して税率25％を適用し
て計算することとなる。その他の場合は、譲
渡価格に対して税率2％を適用して税額を計
算することとなる。なお、Circular161によると、
税額算出の基礎は譲渡契約価格又は申告
時の不動産価値であると定められている。税
額算出の基礎となる価格が著しく不合理な場
合には、省レベルの人民委員会により定めら
れる土地の価格をもって、税額算出の基礎と
される。 

個人所得税法に規定する免税及び臨時的な
納税延期の場合とは、同Circularによると以
下の通りである。

企業設立にあたって不動産をもって拠出す
る土地使用権又は家屋所有権を持つ個人

国家による土地回収で補償金を受ける個人

ベトナムで唯一の家屋所有権又は土地使
用権を譲渡する個人 

同Circularに規定する納税者であるが、課税
所得が2009年1月1日以前に生じた場合には
、個人所得税法又は土地使用権譲渡税法に
規定する税務義務の履行にあたって、より有
利な方法を選定することが可能である。 

同省令は、2009年9月26日から施行される。
また、不動産譲渡に対する個人所得税に関
するガイドラインであった財政省発行の2008
年12月31日付Official letter16181/BTC-TCT
及び2009年1月16日付Official letter
762/BTC-TCTの内容は廃止される。

#

#

#
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懸賞当選者に対する個人所得税 

財政省は、2008年8月13日付けで、有償ゲー
ムセンターにおいてゲームに当選した者に対
する個人所得税のガイドラインを規定する
Circular164/2009/TT-BTCを公布した。 

同Circular164/2009/TT-BTCは、下記の通
り、適用される有償ゲームセンターのゲーム
形態を規定している。

個人とサービススタッフ付きゲーム機との
競技 

コイン回収サービススタッフが付く各個人
間の競技 

サービススタッフ無しの一人、又は複数人
の個人とゲーム機との競技 

大当たり（ジャックポット）の当選

幸運な顧客向けの定期的な懸賞及び有
償ゲームセンターのその他の形態

同Circularの規定によると、有償ゲームに当
選した場合に対する個人所得税の計算は、
下記の通りである。

税額算出のための所得：1件のゲームの
当選から得られる収入のうち1千万ドンを
超える金額。なお、1件のゲームの当選か
ら得られる収入は、当選者に返却される金
額からそのゲームに支出した金額を差し
引くものとする。

個人所得税の税率：10%を適用する。 

当選者は、個人所得税の登録及び申告を行
う必要はなく、懸賞金を支給する組織が申告
、納税する。つまり、懸賞金を支給する組織
は、当選者に懸賞金を支給する際に、個人
所得税相当額を控除しなければならない。ま
た。当選者により求められれば、個人所得税
額控除の証拠書類を発行しなければならな
い。 

同Circularは、2009年9月28日から施行すると
ともに、Circular84/2009/TT-
BTCに規定する有償ゲームセンターのゲー
ム当選者に対する個人所得税の計算方法に
関するガイドラインを廃止する。但し、Circular
164/2009/TT-
BTCの施行日前に生じた懸賞金はCircular84
/2009/TT-BTCに従うものとする。
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土地法に関する改正内容 

国会は、2009年6月19日付けで、2009年8月1
日から施行する“基本建設投資に関する各
法律の一部補足及び改正に関する法律”38/
2009/QH12を採択した。最も重要な変更は、
土地法に関連する内容である。つまり、2009
年8月1日以降、国家は従来の「赤手帳」、「ピ
ンク手帳」に代わって、土地使用権、家屋所
有権及土地付帯資産の所有権の証明書を一
種類に統一するものとしている。具体的には
、下記の通りである。

土地使用権、家屋所有権及び土地付帯資
産の所有権の証明書（以下、共同で「新規
証明書」という）は、全国で統一した一種類
の形式で天然資源環境省により発行され
る。通常、土地使用権のみが当該新規証
明書に記載されているが、政府管轄機関
は、所有者の求めに応じて、家屋及び土
地付帯資産についても、その新規証明書
に所有権を追加することとなる。

2009年8月1日以前に交付された土地使用
権、家屋所有権及び土地付帯資産の所有
権の証明書は、依然として法律的に有効で
あり、新規証明書に変換する義務はない。
また、新規証明書に更新する場合には、新
規証明書への変換が認められ、かつ手数
料を納付する必要がない。土地使用権、家
屋所有権及び土地付帯資産の所有権の証
明書が未交付の場合、又はこれらの権利
を譲渡する場合は、本法の規定に従い、新
規証明書が交付される。

対象者に対する証明書交付権限は、以前
の土地法の規定と変わらないが、交付の
手順、手続は、新たな土地法上において
一定の変更がある。

土地使用権、家屋所有権及び土地付帯資産
の所有権の証明書交付のガイドラインを規定
するDecree草案は、現在、政府による採択待
ちの状況にある。同Decree草案は、天然資
源環境省によって作成され、かつ各省庁、地
方の意見を聴取済みである。同Decreeが公
布されるまでの間は、政府及び天然資源環
境省の指導の下で、省レベル、県レベルの天
然資源環境機関が、証明書交付申請書類を
引き続き受理することとなる。また、同Decree
が公布され、施行された場合に、要件を満た
した対象者に対し即時交付できるように、新
規証明書様式を使用した交付手順を準備す
る。
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外資系企業の再登録を2014年8月1
日に延期

2006年9月21日付で交付された外資系企業の投
資ライセンスの再登録、転換及び変更登記に関
するDecree101/2006/ND-CPの規定によると、
会社法及び投資法の規定に従った再登記を行わ
ない外資系企業は、業種及び事業分野を調整又
は追加することが認められなくなります。

しかし、2009年6月19日付の基本建設投資に関
する法律の一部補足及び改正に関する法律38/2
009/QH12の第3条によると、投資ライセンスの再
登録期限は、“2009年8月1日から起算して5年後
“に延期されることとなった。従って、再登記を行
う各企業は、2014年8月1日までに企業再登録申
請書類を提出することが出来るようになった。 

ベトナム・日本経済連携協定税率表の公布

財政省は、2009年8月6日付けで、2009年～2012
年に段階的に適用されるベトナム・日本経済連携
協定に基づくベトナム特別優遇輸入税率表に関
するCircular158/2009/TT-BTCを公布した。

この税率表の税率は、日本からの輸入商品のみ
に適用されるため、ベトナム・日本経済連携協定
税率とも呼ばれる。当該税率は輸入商品の違い
によって以下の3段階で適用される。

第1段階：2009年10月1日～2010年3月31日 
第2段階：2010年4月1日～2011年3月31日 
第3段階：2011年4月1日～2012年3月31日 

輸入商品がベトナム・日本経済連携協定税率の
適用を受けるためには、以下の要件を満たして
いなければならない。

①この税率表に記載された商品であること

②日本からベトナムへ輸入され、かつ、直接運送
されるものであること

③原産地証明書様式VJ（C/OフォームVJ）を有し
ていること 

ベトナム・日本経済連携協定税率表は、2009年1
0月1日から適用される。
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ハイテク企業に対する法人税の優遇

税務総局は、2009年7月22日付でOfficial Letter

2996/TCT-CSを発行しました。

同Official Letterはクゥアンチュン（Quang

Trung）ソフトウェアパークで設立し、事業を

行うある特定の企業宛に発行されたもので、
これによると、同社はハイテクパーク内で事
業を行う企業に適用する法人税の優遇税制（
全期間にわたり法人税率10％、4年間の法人税

免税し、かつその後9年の法人税額50%減税）

を享受できるが、当該優遇税制は、Decree
99/2003/ND-

CPに添付して公布された“ハイテクパーク規制

に関する投資奨励ハイテク分野”から得られる

収入に対してのみ適用されると記載されてい
る。従って、当該投資奨励ハイテク分野以外
の事業から得られる収入に対しては、優遇税
制の適用が認められない。

拡張投資に対する法人税の優遇

2003年及び2005年の法人税法のガイドライン
の各文書の規定によると、拡張投資(新規生
産ライン建設、規模拡大、技術刷新、生産環
境改善、生産力向上)を行う企業は、その拡
張投資による追加的な所得に対して法人税
の優遇(1年間免税、その後50%減税)を享受
できる。 

しかし、企業が技術刷新、生産力向上を目的
として既存の生産ラインに対して追加的な新
規設備機材の調達を行う場合には、追加的
な所得に対する法人税優遇を受ける拡張投
資として認められない。

地方の税務局に対して2009年7月30日付け
で発行されたOfficial Letter3093/TCT-
CSに上記内容が規定されている。

8
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Circular134/2007/TT-BTC
に規定する法人税優遇期間中に法人
税法に違反する企業に対する処分

2003年法人税法のガイドラインであるCircular
134/2007/TT-BTCの規定によると、法人税
の優遇期間中の

企業が、所得を過少に申告した場合、過少申
告となった所得に対しては免税及び減税を受
けることが認められずに、現行の標準税率又
は優遇税率で税額を計算して、納税しなけれ
ばならない。従って、法人税優遇期間中の企
業は、2007年、2008年の各年に対する税務調
査の中で、課税所得が過少に計算されている
と判断された場合、その過少となった所得に
対しては税金を納付しなければならない。  

なお、税務局は、企業の過失の程度によって
、税法違反の処罰を適用することとなる。

例えば、企業が法人税免税の優遇を受けて
いる場合には、脱税行為とは見なされないが
、企業が法人税減税の優遇を受けている場
合には、その程度によっては、脱税行為とし
て見なされる可能性もあり、税額の不足金額
を遡って徴収されるだけでなく、その不足金
額の1倍～3倍に相当する罰金を科せられる
可能性がある。

以上は、税務総局が、地方の税務局に対し
て2009年7月30日付けで発行したOfficial
Letter 3090/TCT-PCの記載に基づい
ている。

正常な取引価格に従わない場合、資
産売却価格を設定

税務総局は、2009年7月30日付けで、企業が
固定資産を残存価値より低い価格で故意に
売却した場合のガイドラインを規定するOffici
al Letter3110/TCT-CSを発行した。

同Official Letterは、納税者が市場の正常
な取引

価格に従わずに販売資産の価値を算定して
販売した場合に、税務局は税額のみなし計
算を行って課税することができると規定して
いる。 

この場合、税額のみなし計算は、“税務申告
書類、過去の申告時の納税額から得られる
各種情報、納税者と関連当事者との間の取
引に関する情報、同地域で同規模で同業種
の第3者の税額計算に関する情報及びその
他関連情報”に基づき行われる。
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付加価値税

国際運送用機器の運転に対する付加
価値税

付加価値税の非課税対象となる商品やサー
ビスを規定する2007年4月9日付けの

Circular32/2007/TT-
BTCA、II、1.23.d2によると、

「(通常の)運送用機器に提供する車検登記、
保険、修理、塗装、整備の各サービスを除き
、国際運送用機器の運転保証用に提供する
ガソリン、油、運送用機器の修理、塗装、整
備などの商品、サービス及び国際運送用機
器の運転保証用に提供するその他の商品、
サービス」は付加価値税の非課税対象となる
。

ここで”塗料“そのものは、国際運送用機器
の運転を保証するのに直接的に使用する燃

料ではないため、上記規定の”塗装”は、”塗
料”そのものをさすのではなく、”塗装サービ
ス”と解釈される。従って、”塗料”そのものは
、付加価値税の課税対象となる。

従って、Circular32/2007/TT-
BTCの発効日から2009

年1月1日までに、会社が車検登記、保険、修
理、塗装サービス、整備の各サービスを提供
する際に、「塗料」そのものについても付加価
値税抜きのインボイスを作成していた場合に
は、当該会社は、「塗料」そのものについては
新規の付加価値税込みのインボイスを作成
し、かつ一定の調整、補足のための申告を行
う必要がある。

以上は、財政省が、地方の税務局に対して2
009年8月3日付けで発行したOfficial
Letter10972/BTC-
TCTの記載に基づいている。
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税関及び輸出入

余剰原材料に対する輸入税 

税関総局は、2009年7月23日付けで、特定の
繊維・縫製企業に対してOfficial Letter
4390/TCHQ-KTTTを発行した。同Official
Letterは、使用見込みのない余剰原材料を
加工契約終了後、破棄処分する場合のガイ
ドラインとなっている。

同Official Letterによると、そうした原材料は、

加工契約に準拠した使用規格、消費規格及び
消耗比率であって、かつ税関当局に登録した
場合のみに、輸入税を免税されることとなる。

免税となる輸入商品リストの登録

Decree108/2006/ND-CPに規定する投資優
遇分野

(産業及び地域)に属する案件の固定資産形
成用の輸入商品は、一定の手続(免税となる
輸入商品リストの登録、所定の書類の提出)
を行うことで、輸入税が免税となる。仮に複数
の輸入税免税の要件に該当する企業等につ
いては、最高の適用免税レベルを選択するこ
とが認められる。

輸入税免税対象となる固定資産形成用の設
備に付属する部品、パーツ、バルク部分、付
属品等については、既に税関当局に登録し
ている免税対象の設備に付属するものであ
る場合、輸入税免税を登録することで、免税
かどうか検討されることとなる。ただし、当該
設備と一体となって組み立て又は使用される
ことが条件となる。

企業等は、Decree 149/2005/ND-CPに添付
して交付

された付属書IIIに規定するリストに記載され
た商品について、“初回のみ輸入税免税”と
する登録をする場合、以下の点に注意する
必要がある。

①付属書IIIに設定された品目のみが免税検

討の対象となる。つまり、付属書IIIに設定され
ていない品目については免税とならない。

②付属書IIIに設定された品目についても、初
回のみの免税を受けるため、規模拡大、技
術刷新に伴い追加的に輸入される品目につ
いては免税とならない。

以上は、税関総局が、特定の企業に対して、
2009年7月16日付けで発行したOfficial Letter
4260/TCHQ-KTTTの記載に基づいている。

2009年6月4日の前に締結した契約に
対する保税倉庫入庫手続

税関総局は、2009年7月6日付けで、保税倉
庫寄託輸入に関するガイドラインを規定する
Official Letter 3980/TCHQ-
GSQLを公布した。同Official Letter

は、税関手続に関するCircular79/2009/TT-
BTCの

発効日（2009年6月4日）の前に締結した契約
について規定している。

Circular 112/2005/TT-BTCに規定するガイ
ドライン

に従い、商品輸入契約、保税倉庫賃借契約
を締結した各企業(工業団地及び輸出加工区
の内外を問わず)は、輸入商品(生産用の原
材料、資材、機械、設備など)を工業団地の中
にある保税倉庫に積み替える手続を行うこと
を認められ、その企業は、「保税倉庫寄託商
品」と明記する運送証券を有することとなる。

2009年6月4日後に締結する契約の場合、工
業団地の中にある企業及び輸出加工企業が
扱う商品のみが、保税倉庫への搬入を認め
られる。

また、輸入自動車の場合、関税当局の管理
上の理由により、保税倉庫への積み替えが
不可能である。
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